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 文化庁は、「あいちトリエンナーレ 2019」に対して既に採択されていた補助金の

全額不交付を決定しました。私たちは、この決定に強く抗議し、その方針の撤回を

求めます。 

 

 芸術文化に対する公的支援は、憲法第 21条にある「表現の自由」という民主主

義の基本理念を国民に保障するためにあります。自主的な文化芸術活動を尊重し支

えることは、多様な表現や意見、価値観に市民一人ひとりが触れられる社会を持続

していくために欠かせません。今回の文化庁の方針は、本来非難すべき行政の長に

よる文化の場への不当な介入や、自由な表現活動を妨害する脅迫等の卑劣な行為を、

国家が追認・許容するということに他なりません。しかも、その不交付決定のプロ

セスはあまりにも不透明です。 

 

 これは決して、特定の芸術分野にとどまる問題ではありません。 

 私たちは、映画を通じて市民一人ひとりが世界の多様性に触れられる、民主的な

社会の実現を目指して活動しています。そして、そのような社会の実現のために、

芸術文化に対する公的支援の必要性を訴えてきました。だからこそ、今回の文化庁

による補助金不交付という公的支援の原則を踏みにじる事態を、決して看過するこ

とはできません。 

 

 文化庁はこれまで、市民の声を聞きながら文化芸術推進基本計画の理念のもと、

多くの芸術文化を支援してきました。映画表現も例外ではなく、豊かな文化政策が

あってこそ、あらゆる芸術文化は「多様な価値」を生み出し続けることができるの

です。だからこそ私たちは、公に開かれた対話の道を閉ざさず、より平等に、揺る

ぎなく「表現の自由」が守られるよう声を挙げます。 


